
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　

　

　

　

【請求項２】
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片面に不透明膜が塗着された転写テープと、この転写テープが巻装されると共に互いに
連動して回転する供給リール及び巻取リールの対と、前記両支持体を回転自在に支持する
合成樹脂製の支持体と、前記支持体が内設されたケースとを備えており、

前記支持体に、前記供給リールから引き出された転写テープを巻取リールに到る前に紙
面に圧着して不透明膜を転写させるためのテープヘッドが設けられている一方、

前記ケースの一端部には、前記テープヘッドを突出・退入させる開口が形成されている
と共に、ケースの内部には、テープヘッドがケースの内部に退入するように支持体を弾圧
するバネが配置されており、ケースのうち開口と反対側の他端部から露出した押ボタンを
押すと支持体がバネに抗して前進してテープヘッドが前記開口から突出する修正具であっ
て、

前記テープヘッドを前記ケースの開口から突出した状態に保持する保持手段が備えられ
ており、

更に、前記支持体のうち前記両リールの回転軸心に沿った方向から見て前後両側の面に
、ケースの内面に当接するスライドガイドを一体に形成している、
転写テープ式修正具。

前記テープヘッドを、支持体の片方の面に設けたスライドガイドの端部に一体成形して
いる、



【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は

関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、転写テープ 巻装 供給リールと巻取リールを支持体に設け、前記支持体を
ケースの内部に設け

がある（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２０００－２１１７９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　 供給リールから引き出された

【０００４】
　 、転写テープを案内するテープヘッド ースから
常に突出 いたから、テープヘッドを覆うキャップを設けて該部の転写テープを保護す
る必要があ 記キャップを取外したり移動させてテープヘッドを露出させる操作を行
う必要がある。また、 紛失し易い。
【０００５】
　そこで、ケースからテープヘッドを こともできるが、 供給リ
ールと巻取リール 転写テープ ープヘッドの にて引き出されるか
ら、テープヘッドを させたときに転写テープが弛む不具合がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　

【０００７】
　

【０００８】
　

【発明の効果】
【０００９】
　 ープヘッドを テープヘッドと 及
び巻取リール間の距離 定に保た 転写テープの張力を殆んど変化させること
なくテープヘッド 、テープヘッドの にて転写
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請求項１に記載した転写テープ式修正具。

、転写テープから不透明膜を紙に転写することによって文字等を消す転写テー
プ式修正具に

が された
て、転写テープに塗着された不透明膜を紙面に転写することによって

文字等を消す転写テープ式修正具

この種の転写テープ式修正具において、 テープヘッドを介
して供給リールに巻取られており、テープヘッドを介して転写テープを紙面に圧着させる
ことにより、転写テープの不透明膜が紙面に転移して文字等が消される。

しかして、前記特許文献１のものは がケ
して

り、前
取外したキャップを

出入動させる この場合は、
とに巻装された がテ 前進動

後退

請求項１の発明において、修正具は、片面に不透明膜が塗着された転写テープと、この
転写テープが巻装されると共に互いに連動して回転する供給リール及び巻取リールの対と
、前記両支持体を回転自在に支持する合成樹脂製の支持体と、前記支持体が内設されたケ
ースとを備えており、前記支持体に、前記供給リールから引き出された転写テープを巻取
リールに到る前に紙面に圧着して不透明膜を転写させるためのテープヘッドが設けられて
いる一方、前記ケースの一端部には、前記テープヘッドを突出・退入させる開口が形成さ
れていると共に、ケースの内部には、テープヘッドがケースの内部に退入するように支持
体を弾圧するバネが配置されており、ケースのうち開口と反対側の他端部から露出した押
ボタンを押すと支持体がバネに抗して前進してテープヘッドが前記開口から突出する。

そして、前記テープヘッドを前記ケースの開口から突出した状態に保持する保持手段が
備えられており、更に、前記支持体のうち前記両リールの回転軸心に沿った方向から見て
前後両側の面に、ケースの内面に当接するスライドガイドを一体に形成している。

請求項２の発明では、請求項１において、前記テープヘッドを、支持体の片方の面に設
けたスライドガイドの端部に一体成形している。

本願発明では、テ ケースから出入動させても 供給リール
は一 れるから、

を出入動させることができ、このため 出入動



テープが弛むのを防止できる。
【００１０】
　また、 ースの内部 ライドガイドを介し ライド移動するから、テープ
ヘッドの は退入 は移動の途中のそれぞれで支持体 ースに適正な姿勢で支持さ

【００１１】
　また、テープヘッドのスライドは、 バネにて行われるから、テー
プヘッドを覆う従来のキャップなどを不要にすることができ、従来のようにキャップ は
指などにて転写テープが損傷するのを低減できる。
【００１２】
　

【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。
【００１４】
　図１は全体の正面図、図２は同側面図、図３は断面正面図、図４は断面側面図である。
転写テープ 具は、合成樹脂製 平板形の支持体１を備えて

２本のリール軸２，３を一体形成し、

リール４
，５に一体形成 プーリ６，７にゴムベルト８

【００１５】
　また、前記支持体１の両面に、

テープヘッド１１を一体形成し
【００１６】
　紙面に を塗着させる転写テープ１２ 供給リール４に

【００１７】
　

２つ割面１３を介してケース １４，１５を合体さ
ケース１６ スライドガイド９，１０の

案内によって に摺動自在 ース１６に内設
【００１８】
　

支持体 一体成形
された 露出している。
　また テープヘッド１１を退入さ
せるバネ９を １６を握った手の指で押ボタン１８を押す バネ１
９に抗して支持体１ 摺動 、図５乃至図７に示す如く、ケース１の開口１７からテープ
ヘッド１１が
【００１９】
　また、前記支持体１にフック２０を一体形成し、テープヘッド１１がケース１６から突
出した使用状態で ース １５の突起２１に前記フック２０を係合させ

バネ１９に抗してテープヘッド１１がケース１６から突出した使用状態を
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支持体はケ でス てス
突出又 又 がケ

れる。

押ボタンの押し操作と
又

更に、テープヘッドはケースの開口から突出した位置に保持されるから、押ボタンから
指を離した状態で修正具を使用できる。

式修正 で細長い おり、この支持体
１の片面に、当該支持体１の長手方向に離れた 支持
体１の端部側に位置した一方のリール軸２には供給リール４を回転自在に回転自在に軸支
し、他方のリール軸３には巻取リール５を回転自在に軸支している。そして、両

された を巻きかけている。従って、各リール
４，５はベルト８を介して同じ方向に連動して（同期して）回転する。

当該支持体１の長手方向に延びるスライドガイド９，１
０を一体形成し、リール軸２，３が形成されている面に形成した一方のガイド１０のうち
供給リール４と反対側の端部に ている。

不透明膜（塗料） は 巻かれており、
転写テープ１２はテープヘッド１１に案内されてから巻取リール５に巻き取られる。すな
わち、転写テープ１２を紙面に圧着させてスライドさせることにより、不透明膜が紙面に
転写されて文字等が消され、また、両リール４，５がベルト８を介して連動回転するため
、不透明膜が紙面に転写された後の転写テープは巻取リール５に巻き取られる。

支持体１はケース１６の内部に配置されている。ケース１６は合成樹脂製の２つのケー
ス部材１４，１５からなっており、 部材
せることによって が形成されている。支持体１は、

長手方向 となるようにケ されている。

ケース１６の一端部（紙面で下側）には前記テープヘッド１１を出入動させる開口１７
が形成されている一方、ケース１６の他端部（紙面で上側）からは、 １に

押ボタン１８が
、ケース１６の内部のうち一端寄り部位（下部）には、

配置しており、ケース と、
が し

突出する。

一方のケ 部材 ることに
より、 保持して



転写テープ１２の を紙面などに塗着させる操作を

【００２０】
　 ケース １５に解除ボタン２２を一体形成し 図７のように、
テープヘッド１１がケース１６から突出した状態下で、解除ボタン２２を指で押込
除ボタン２２がフック２０に当接し フック２０ 突起２１から離脱 バネ１
９によって支持体１ 摺動 、図４のようにテープヘッド１１ ケース１６ 内部に退入

【００２１】
　上記のように、転写テープ１２ 供給リール４と巻取リール５を支持体１に設
け、前記支持体１ ース１６に内設 おいて、前記転写テープ１２を案内す
るテープヘッド１１を前記支持体１に設けると共に、前 ース１６に支持体１を摺動自
在に内設 、ケース１６の開口１７からテープヘッド１１を させたり退入させるよう
に構成
【００２２】
　そして ース１６の内部にテープヘッド１１を退入させることにより、不使用（保管
）時に転写テープ１２またはテープヘッド１１などが損傷するのを防止し、テープヘッド
１１を覆う従来のキャップを不要にし、キャップの脱着または摺動などの操作を省き、脱
着によってキャップを紛失する等の不具合もなく テープヘッド１１を支
持体１に設 ことにより、テープヘッド１１を させてもテープヘッド１１と前記
各リール４，５間の距離 略一定に保 、転写テープ１２の張力を殆んど変化させる
ことなくテープヘッド１１を 製造コストの低減、並
びに取扱い操作性の向上などを図
【００２３】
　また ープヘッド１１を させ ボタン１８を支持体１に設け ース１６の外
側に前記押ボタン１８を突出させると共に、テープヘッド１１を突出させた状態に係止さ
せ ック２０と、テープヘッド１１を退入させるバネ１９を設 扱い操
作性の向上な 。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】 全体の正面図である。
【図２】 面図である。
【図３】 正面図である。
【図４】 図である。
【図５】使用状態の正面図である。
【図６】 図である。
【図７】 図である。
【符号の説明】
【００２５】
　　１　支持体
　　４　供給リール
　　５　巻取リール
　　９，１０　スライドガイド
　　１１　テープヘッド
　　１２　転写テープ
　　１６　 ース
　　１７　開口
　　１８　押ボタン
　　１９　バネ
　　２２　解除ボタン
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おり、これにより、 不透明膜（塗料） 行
える。

そして、一方の 部材 ており、
むと解

て が し、すると、
が し は の

する。

が巻かれる
をケ した修正具に

記ケ
し 突出

している。

、ケ

している。また、
けた 出入動

は たれて
出入させることができ、これにより、

られる。

、テ 突出 る押 、ケ

るフ けているため、取
どが図られる

本願発明の実施形態の
側
縦断
側断面

使用状態の正断面
使用状態の側断面

ケ



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

(5) JP 3712723 B2 2005.11.2



【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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